
⑧ 職場復帰・社会復帰のためのリハビリテーション  

a．医療機関ないしは公的機関（精神保健福祉センター，障害者職業センター，  

等）での実施  

b．中小企業に対する地域産業保健センターの活動の充実  

⑨ 各地域の中核となる精神疾棚拠点病院の設定と医療■保健ネットワークの構築  

精神疾患治療の均てん化をはかるため，精神疾息診療連携拠点としての機能を全国の  

基幹病院（各県一カ所）に設置する．その連携組織として，県内に地域精神疾患診療  

拠点を複数設置する．地域では，治療のパスを地域で構築し，精神疾患診療連携拠点  

札 向精神薬の使用法へのアドバイス，精神療法へのアドバイス，専門医への紹介．  

入院．復職リハビリ等の提案を行う．テレビ会議などを活用して各種専門家とも連携  

しながら，的確な治療が提供できるようにする．さらに，教育・啓凝による予防，研  

究，新薬治験の促進等を行う．  

F．故事を実施するために必事となる法的な♯■  

1．精神疾患対儒基本法（仮称）  

2．精神保健福祉法または関連する通知・要綱類の改正  

3．自殺対策基本法または自殺総合対策大綱の改正  

4．自殺対策地域保健活動のために死亡小表の目的外使用を可能にする法改正な  

ど，自殺者の実態を把握し地域活動に活かすことを可能にするような法律の  

改正  

5．人材育成のための中核機開設僅を可能にする法律の改正，とくに複数年にわ  

たる人材養成を可能にする予算措置のための法律の改正  

G．故事を政策として呵始するために必書となること  

＜2・－8年以内＞  

1．「自殺対策のための戦略研究」の成果の検証と普及  

2．嗣査研究：処方の実態調査，精神疾患の病態解明，アルコール使用障害・薬  

物使用時書患者の社会復帰に関する研究，実践的な治療と連動した診療ガイ  

ドライン作成，製薬メーカーの関与しないRCTに基づく薬物療法の効果研究  

とその療異に裏づけられた向精神薬の処方ア／レゴリズム，R口に基づく精神  

療法および日本特有の治療プログラムの効果研究，治療と連動した診断捷・  

検査法の開発研免 わが国での科学的根拠に基づく治療ガイドライン作ノ乱  

医療機関の評価指標の作成，等  

3・自殺と関連するうつ病，統合失調症， 

医嵐研究を行う精神疾患診療連携拠点病院群の意義および具体的活動計画  

の明確化と設置にむけての検証  

4．科学的根拠に某づけられた精神療法の専門家の養成および技法の普及括動の  

ための研修専門機関の設置  

E．故事を書及させるために必事となる縫清明膚■や鯵書報酬改打  

1．調査研究費  

① 地域レベルで自殺の実態調査を継続して行い活動に活かしていくための調査研究費  

② 処方の実態調査，精神疾患の病態解明．診療ガイドライン作成，薬物療法の効果研究，   

精神療法の効果研究のための調査研究費，自助グループや精神障害者支援者団体，N門   

団体への活動支援費  

2．啓発清勤の費用と精神障害デーの制定  

3．■診療の質を担保するための診療報酬の改定（以下の視点を考慮する）  

① 国際共通の診断方法の実施  

②十分な時間をとった診療  

③ 心理教育と治療契約  

④ ガイドラインに準拠した治療  

⑤ チーム医療  

⑥ 医療機関と地域との連携  

（9 セカンドオピニオンの保証  

⑧ 医療・保健ネットワーク活動の保証．等  

4．心のケアナースや薬剤師の相校匿対する診療報酬上の保証  

5．医師教育のための基盤整備と．精神療毒気家族療法，集団ま法の研附こ必要  

な教育人材育成のための費用  

6．科学的根拠によづけられた精神療法の書門家の養成と評価のための組織の  

新設と維持．運営のための費用  

7．打殺のハイリスク者対策としてうつ病，統合失憫痘．アルコール依存症等の  

精神疾應の高度居療と研究を行う精神疾患診廉連携拠点病院群の構築・運営  

のための費用  

こころの健康救架橋想念濾 WG報告集  
‘ここ亭の慮廣旛．壷－∵蛋β．す‘㌘題凍贈仁ノ  

H．故事を♯親して完成するたヰに必丁となること  

1．自殺対策のための地域活動の継続と評価  

2．精神疾患に対する治療の実態の継続的把握  

3．高度治療と教育を中心とした地域の中核的役割を担う精神疾患診療連携拠点  

病院群の設置と医療・保健ネットワークの構築  

4．広域での先端的研究活動を目的とした精神疾患の研究拠点の設置（全国に1  

0カ所程度）と，複数の大学院からなる連携組織の構築  

5．精神疾患診療連携拠点病院群を含む研究・医療機関の定期的な評価  

6．科学的根拠に裏づけられた心理社会的アプローチを行う専門家の育成状況の  

評価  

こころの健康救雑踏想会議 閑毒監督飯  
三畑爵にふきカいl辟押尿磨2賢庶務崖㌘  
′「こごろの膚膚′か磨凝′－ぎ＿看靡でぎる鼻ムl産金の庚：野ぎ   



A．当事著・豪摸のこ一ス  

1．どこに相談してよいかわからなかった  

いつぁと膚クき分／こ不安を感じ丁も，どうし丁．か、かわからなかっえ どこに棚しでよ  

いかわから佼カーつ虎  

2．早期に支援を受けられなかった  

磨瘡Lた励、クの頃：勅∫なメ／尤カゝわからないラちに爛を磨ねたメ1彪の棚  

の。鉄労と脚者を炭烹丁くれ∂だ1ケ管 必屠せ。財げば得られなかった  

3．こころの健よや精神疾患についての正しい知職をもっていなかった  

ひさこもクのヂどあをカ泌1点るガき身に 当ガのこ～ながら，脚拗す岳伽メゞある  

4．夜仰や休日に不安をかかえても．相肢できる場所やアウトリーチサービスが  

ない  

ノ野っ虎辟仁いつで8柑でき手 き署きで来丁く′れる支離∫ぽしい．  

病状ガ難し虎ときの紺を／有尉の窟ひとク贈っ丁い∂．腐■ク躍らていえ炭鹿野あ麿ぐ  

かった  

6、耕した支提と見守りがなかった  

感貯炭の手虚でを考えでくカ∂人邑なく，鹿厨ば，家冴力物凄一点こむLかなかった  

6．相談窓口が分散しており，また平日星間のみの相談慮口で，利用しづらい  

併紺の僻まヂさを御 身薪7軌防脚紛争を離丁ぐメ乙え  
だ仇 学抒邑／訂あし丁くれなかった 庖箋膨仁′野8劇げでくれなかっ虎  

7．当事者・家族の経験を活かした支援を構築できていない  

女ぽの粛物妨勧基本汐ニース枕脚「J古～gβ炭ノば傾棚い丁ぽいソ′ 中郷  

「2β～2a歳りば／調わっでぽいゾ計¢安全を守っでぽしいノ′免許「クβ慶一ば傍  

点てぽLシソ：犀い変化■の過密を一層丁い丁ぽいソと密わっていぐ．このような変据あ好まえ  

虎．安好怯 ぎ榊と崖冴す∂ことでノ甘Cめて碓仁な∂  

精神保健改羊WG   

【目標〕「こころの健康セーフティネット」の構築  

－「地域こころの健康推進チーム」の側役－  

事 書   

わが国の精神疾患対象 すなわち「こころの健康政策」の位置づけは，他の先進拷障に  

比べ著しく低く．すでに実施されている対策も．精神疾應に羅患し，病状が顕在化してか  

らの医療的対策がほとんどで．こころの健康間脛を早期に発見して．予防的に働きかける  

ことを含め，社会保件の中にこころの健康対策を組み込むという．「こころの健康セーフテ  

ィネット」の構築が連れている．このため．当事者・家族は，こころの健康開應を経験し  

た時に，「どこに相執してよいかわからなかった」，「早期に支援を受けられなかった」，「こ  

ころの健康や精神疾患についての正しい知識をもっていなかった」，一夜間や休日に不安を  

かかえても．相談できる場所や来てもらえない」．「継続した支援と見守りがなかった」．「相  

談窓口が分散しており．また平日昼間のみの相談悪口で，利用しづらい」．「当事者・家族  

の経験を清かした支援がない」という健験をしてきた．また．支援者は．「こころの健康問  

題はあらゆるライフステージに存在する」．「こころの健康同源に気付いたときに早期に相  

談支壊するシステムがない」．「地域で支援の必要性の高い人ほど支援が届いていない」，「地  

域に相談窓口があってもアウトリーチと結びついていない」，「こころの健康同君が見え  

づらくなっている」ことに気付いていた．これらの問題を解決するためには，地域に発生  

するこころの健康問題をきちんと受けとめて相談支援．教育．地域づくりを進める．地域  

担当制の保健体制の整備と．それを精神保健面から専門的・集中的に支捷する体制を整備す  

る必要がある．  

壬点燦應   

市区町村を基盤に「地域こころの健康推進チーム」を創設し，多職種チームによるアウ  

トリーチ清勤により．こころの健慮同類をかかえる住民を支援する必要がある．「地域こ  

ころの健康推進チーム」の活動によって，地域に発生するここるの健よ間層への早期対応  

が進み．当事者・家族などの苦痛が軽減し．1痘化と放tによる社会コストは少なくなる．  

そして，地域住民の♯神疾患lこついての理解と地域づくりが進む烏循環が生じることが期  

待される．  

提官起草委貝：竹島正，増田一世．田尾有樹子  

協力季長：宇田英j軋童闘其奥．金田一正史．小泉典草．高橋貴志子，高橋ひとみ，  

橋本康男．松本俊彦．森川すいめい．横山和仁  

協力者：的場由木．庸川聖子  

こころの健康政策樟想会場 WG報告集  
こごろの超一宮好感りをごすの題聯仁．／  

B．硯状の分析と故事占撫の股定  

当事者、家族からは，こころの健康問題を経験したときの問題として，「どこに相談して   

よいかわからなかった」，「早期に支援を受けられなかった」，「こころの健康や精神疾患に   

ついての正しい知識をもっていなかった」，「夜間や休日に不安をかかえても．相談できる   

場所やアウトリーチサービスがない」，「継続した支援と見守りがなかった」，「相談窓口が   

分散しており，また平日昼間のみの相数滴口で．利用しづらい」，「当事者・家族の摩験を   

活かした支援ができていない」という意見があった．  

こころの健康政策構想金環 WG報告集  
三大■疾贋仁ふきわいl腐神原感度二密計ぎで  
「ごこ′薫の僻腐仰愚私達屠厨でき石貨心智会の庚滞さ   



支援者の経験してきたことからは，「こころの健康間居はあらゆるライフステージに存在  

する」，ーこころの健康問題に気付いたときに早期に相談支援するシステムがない」．「地域  

で支援の必要性の高い人ほど支援が届いていない」，「地域のアウトリーチのできる相談窓  

口が明確でない」，「こころの健康問題が見えづらくなっている」という指摘があった．   

地域におけるこころの健康間虜への対応としては，昭和40年の精神衛生法改正におい  

て保健所が精神衛生行政の第一線に位置づけられ．都道府県に精神衛生センターが設置さ  

れるようになった．これによって保健所の管嘩地域をもとにした「エリアに責任を持った  

地域精神保健体制」の構築が始まった．その後，昭和62年の精神保健法改正によって，  

国民の精神保健の保持増進にも積極的に取り組むという考え方が導入された．さらに平成  

8年の地域保健法によって，身近で利用頻度の高いサービスは，市町村において保健所な  
どの協力を得て実施することが望ましいとされ，こころの健康問題は，健康づくりの一環  

として．地域住民にとって最も身近な市町村まで伸びていくこととなった．   

しかし，今回の当事者・家族の声および支援者の経験してきたこと札 こころの健康問  

題への取り組みが必ずしも市町村に浸透していないばかりでなく，保健所の管轄地域をも  

とにした「エリアに責任を待った地域精神保健体制」が相当弱附ヒしていることを示唆し  

ている．すなわち，地域におけるこころの健康問題が増大し，「こころの健康セーフティネ  

ット」の必要性が高まり．社会保障の中にこころの健康対策を組み込む必要性が高まる一  

方で，「エリアに責任を持った地域精神保健体削が弱体すぎるために，こころの健康問題  

の重篤化と放置を・招き，結果として当事者・家族などの苦痛を大きくして，社会コストを  

大きくするという結果を生じている可能性がある．   

このため，地域に発生するこころの健康閉居をきちんと受けとめる相談支援，教育．地  

域づくりを進める，地域担当制の保健体制の整備と．それを精神保健の面について専門的■  

集中的に支援する体制を整備する必要がある．   

地域過当制による保健体制の整備についてlも 地域保健全般の課態として取り組む必要  

があるが，ここでは，こころの健康について専門的に支壊する体制整備について述べる．  

校における精神保健教育とト精神保健の観点からの支援と見守りが必宴と考えられた ＜  

自殺の心理学的剖検＞  

乱 二地域で支援の必婁性の高い人に支援が届いていない   

救命救急の現軌こは多くのこころの健康問題をかかえる人が自傷行為・自殺未遂で搬送  

されるが，こころの健康問題についての地域支援につなぐシステムがない ＜3次数急に  

おける自殺未遂者の嗣査＞   

薬物依存症の息乱ホームレスの患者などは精神科医療機関がなかなか引き受けようと  

しない ＜支援者の声＞   

診撰報酬の改訂にともなって，まだ入院が必要な状態でも退院となる「社会的退院」と  

いう問題が起こっている ＜支援者の声＞   

保健所の事例検討会には，精神科医療が引き受けようとしない困難事例があがってくる  

＜事例検討会に参加している精神科医の声＞  

4．地域のアウトリーチのできる相談窓口が明確でない   

保健所の管帝人口が大きくなり，また都道府県から市町村への業務移管が進む中で，保  

健師も業務分地制に変わり，家族や地域全体に目を配るという保健師本来の仕事ができな  

くなっている ＜保健師の声＞   

精神保健に関する住民ニーズは大きいが，保健所や市町村には，それに見合った予算や  

体制が穐保されていない ＜構想会議の発音＞  

6．こころの健康問題が可視化されていない   

複雑な問題をかかえた当事者・家族ほど，相談窓口にうまくアクセスできず，医療が必  

要な場合も受診が継続しない傾向がある ＜支援者の声＞   

困窮・単身・要介護・高齢／障害者の地域生活支援の現場では，こころの健康閉居をかか  

えた人に出会うことが多い ＜支壊付き住宅推進会詩報告書＞   

更正施設を利用する女性には，統合失調症，依存乱発達障害・知的障害などのこころ  

の健康問題をかかえた人は多い ＜女性更正施設における調査＞   

自殺予防のための成人の多重債務者の支援では，過払い金の返還などの支壊を受けるよ  

うになってから．アルコールの乱用・依存やギヤンプル依存などの精神保健上の問題が表  

面化することがある ＜法律家の経験＞  

C．何鳥浜決のための根拠やエビデンス  

1．こころの健康問題はあらゆるライフステージに存在する   

新生児の全戸訪問を行ったところ，精神保健の観点からの支援を要する家庭が少なくな  

いことに気付いた ＜保健師の声＞   

虐待，家庭内暴力，ひきこもり，依存症，ホームレス状態のある知的障害者，認知症な  

ど．こころの健康問題は多様化し，家庭の中に，また地域の中に広がっている ＜統計資  

料，精神疾患の疫学翻査＞  

2．こころの髄閏月に気付いたときに早期に相駄文捜するシステムがない   

学校札 本人の怠けや保護者の問題ととらえて，こころの健康開局として理解しようと  

しない．若年者の自殺の分析結果は，精神疾患への羅息が自殺の重要な危険因子であるこ  

とを示していた．また，過去の自殺行動，親との離別，不登校を経験した割合が高く，学  

こころの健康政策構想金蹟 WG報告集  
こご・責Jク．慮靡瀬，痘■一ぎ訂謡J㌘選言軋緻密仁．／  

D．■体的な故事＃   

こころの健康開港は地域住民にとって必要度が高く，大きな問題になっており，地域住  

民にとって最も身近な市区町村まで浸透する必要があるというこれまでの方向性を踏まえ，  

市区町村を基盤に「地域こころの健康推進チーム」を創設し．多職種チームによるアウト  

リーチ活動により，こころの健康間借をかかえる住民を支援する．年間365日活動で，  

夜間は電話相談を基本にする，人口10万人あたり10人からなる1チームの割合で設置   

こころの健康政策構想金言渡 陥稽忠盛  
三ズ粛ぎ仁ふきわいl拶揮席鰯好摩甜菜で、  

「ここさの膚唐の′蜜施ぎ鬼靡できる凱一法料’り苗諾吾   



「地域こころの健康推進チームJの整備によって，地域に発生するこころの健康閉居の  

実態が把握されるとともに，早期対応が進み．当事者・家族などの苦痛が軽減し，重症化  

と放置による社会コストは少なくなる．そして，地域住民の精神疾患についての理解と地  

域づくりが進む良循環が生じることが期待される．  

し，その地域に責任をもって対応する地域担当制とする．   

「地域こころの健康推進チーム」は，保健師，精神保健福祉土社会福祉士，臨床心理  

職．作業療法士や，新たに導入する家族支援専門員・当事者支援員．あるいは事務職見な  

どの多職種によって構成され，チームリーダーは．そのチームの中でリーダーとしてもっ  

ともふさわしい人がなる（医師は，地域の精神科医療機関，精神保健福祉センターから協  

働参画する）．   

具体的な仕事は，  

1．市区町村などと協働して地域に発生するこころの健康間麿への専門的支援を  

行う  

2．相談窓口となって必要なサービスへと結びつける  

3．相談者のところにアウトリーチで出かけて相附このる  

4．自殺未遂に至るなど，困難をかかえている人を継続的に支壊する  

5．学校・職場・児童相談所・生活保護相談窓口などニーズが高いところに出向  

いて助言・啓発を行う  

6．医療が必要な場合の橋渡しをする  

7．こころの健康閉居に関連する民間団体と協働する  

8．活動をとおして地域のニーズを把握し不足しているサービスを明らかにする  

などで，住民のこころの健康問題のすべてに対応することなどである．   

「地域こころの健康推進チーム」の整備によって，期待される変化Iも 専門的な支援を  

提供することにより．  

1．担当地域内のさまざまな現場の負荷を軽減する  

2．精神疾患であるかどうかはわからないが．こころの健康閉居で困っている当  

事者・家族の相較支援が充実する（例：相談と振り分け，アウトリーチ，精  

神科医痍などへの紹介と見守り）  

3，市町村の保健師等が日常経験するソフトな介入や見守りが充実し，安定する  

（例：産後うつ病のある母親の育児支援，虐待防止，複合的な閉居をかかえ  

こんだ家族の支援）  

4．これまでの地域精神保健医療の中で放置されてきた，さまざまなこころの健  

康間額の可視化とよい方向への取り組みが進む（例：ひきこもり，薬物依存  

症，困窮者の問題）  

5．行政森口などで対応する，こころの健康問題をかかえた住民への支壌が充実  

する（例：福祉事務所，母子保健センター，児童相談所，住民課など）  

6．母子保健，学校現場などを対象とした系統的な啓発教育が可能になる（例：  

母子保健にこころの健康の視点を取り入れる，学校精神保健活動の構築）  

7．上記の取組の結果として，担当地域内のこころの健康間眉のニーズと課唐が  

よく把握され．早期の問題解決につながるようになること  

などである．  

E．故事を書及させるために必事となる桂漬的事義や■＃♯蘭改打  

1．「地域こころの健康推進チーム」の開設にかかる経費  

2．「地域こころの健康推進チーム」の運営費  

3．保健所．精神保健福祉センター，市町村の体制強化  

4．広報活動の経費  

5．人材育成費  

家族支援専門員の役割の明確化と養成プログラムの開発．，当事者支援員の役  

割の明確化と養成プログラムの開発，「こころの健康推進チーム」の仕事を担  

う専門職の養成（訪問支援・早期支援の援助内容の明確化と養成プログラム  

の開発）．チームメンバーの力量形成を目的にした事例検討会，チームメンバ  

ーのスーパービジョン態勢  

6．評価指標  

当事者・家族の視点での評価，地域全体のこころの健康の評価，評価結果の  

公表  

F．故事を実施するために必事となる法的な養●  

1．摘神疾患対策基本法（仮称）の制定  

2．地域保健法または関連する通知・要綱類の改正  

3．精神保健福祉法または関連する通知・要綱頬の改正  

4一 自殺対策基本法または自殺総合対策大綱の改正  

G．故事を敵簾として闊紬丁るために必暮となること  

く■初の2年憫＞  

1．平成23～24年度は，実現可能性調査およびパイロット研究事業の2年間  

とする．全国50エリアについて改革を試行し．そのモニタリングと評価を  

行う，  

2．パイロット研究事業の経験をもとに，訪問支援・早期支援のできる人材育成  

のためのカリキュラムを作成する．  

こころの健康政策構想会頭 甘G報告集  
＿≡畑穿仁ふさわいl紆神腐庶民療併置㌘  
／ここさの伊原′ワ唐J乳′を屠靡でき孟夏屁し計惑の鼻筋ぎ   

こころの健康政渾欄想会舐 WG報告集  
ここうの館厨應蓮”ぎごすの甚水府鰐た／  




